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建設副産物実態調査に関する仕様書 

 
（目的） 

第１条 本仕様書は、建設工事の現場から発生する建設副産物についての発生量及び再生

資源利用量の実態把握を目的に定めるものとする。 
（対象工事及び調査品目） 
第２条 受注者は、本工事の建設資材利用量及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無

にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が１００万円以上の工事は、次項の建設

副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年

にまたがる工事の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資

材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成され

たデータ及び帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用{促進}計画

書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。 
２ 調査対象品目は次のとおりとする。 
（１）搬入する建設資材 

コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物、

土砂、砕石、塩化ビニル管・継手、石膏ボード、その他の建設資材 
（２）搬出する建設副産物 

コンクリート塊、建設発生木材（建設リサイクル法第２条に基づく特定建設資材廃

棄物である木材が廃棄物になったもので、解体工事によって生じる木くず、新築工事

によって生じる木材の端材など）、アスファルト・コンクリート塊、その他がれき類、

建設発生木材（上記以外の伐木材、除根材など）、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属

くず、廃塩化ビニル管・継手、廃プラスチック（廃塩化ビニル管、継手を除く）、廃

石膏ボード、紙くず、アスベスト(飛散性)、その他の分別された廃棄物、建設発生土 
（作業手順） 
第３条 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、受注者が行うものとする。 
（１）「再生資源利用{促進}計画書」及び「再生資源利用{促進}実施書」をCOBRISを用

いて作成することを原則とする。これによらない場合は、事前に監督員と協議の上、

作成様式・提出形態（書面・CD-R等）について決定すること。 
（２）書面及びデータ（CD-R等）で提出する。ただし、COBRISにて作成する場合は、

データの提出は不要とする。 
 
 
 



 

 

残材の処理及び再生材の利用に関する仕様書 

 

（目的） 

第１条 相模原市が発注する公共工事によって生じる残材の処理及び再生材の利用に関し

必要な事項を定めることにより、不法投棄の防止並びに省資源化を図り、もって公共事

業の円滑な推進に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）残材      廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300

号）第２条第９号に定めるコンクリートの破片その他これに類す

る物をいい、アスファルトコンクリート塊、セメントコンクリー

ト塊及びその他の路盤廃材（土を含まないもの）を含む。 

（２）再生材     残材を再利用する目的をもって、加工生産した建設資材をいう。 

（３）認定工場    「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取

扱要領」の規定により認定を受けた工場をいう。 

（４）様式１     相模原市工事残材搬入連絡票をいう。 

（５）様式２     相模原市残材搬入完了報告書をいう。 

（６）様式３     相模原市再生材使用連絡票をいう。 

（７）様式４     相模原市再生材使用量報告書をいう。 

（認定工場） 

第３条 残材の処理及び再生プラント工場として認定された工場は別表のとおりとする。 

（残材の搬入手続等） 

第４条 監督員は、受注者に「様式１」の提出及び搬入数量等の指示を行うものとする。 

２ 受注者は、請け負った工事から残材が発生する場合には、すみやかに「様式１」を監

督員に提出し、次項の規定による承認を受けた後、認定工場に提出する。 

３ 監督員は、前項の規定により提出された「様式１」に記載された内容を確認し、記載

内容に誤りがない場合は承認をして１部を受注者へ返却し、１部を保管する。 

４ 受注者は、残材を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の定

めるところにより責任をもって認定工場に搬入しなければならない。 

５ 受注者は、当該工事で発生した残材の搬入を完了したときは、速やかに「様式２」に

必要事項を記載し、認定工場の証明を受け、監督員に報告する。 

６ 認定工場は、搬入される残材を適切な方法をもって正確に検収するとともに、適正な

保管、処理を行わなければならない。 

（再生材の使用等） 

第５条 再生材の使用にあたっては、認定工場の製品を使用するよう努めなければならな

い。 

２ 監督員は、再生材を使用する場合にあたり、あらかじめ認定工場と使用予定数量等に



 

ついて連絡を取るとともに、「様式３」の提出を受注者に指示する。 

３ 受注者は、再生材を使用する場合には、監督員の指示に基づき「様式３」に必要事項

を記載し、次項の規定による承認を受けた後、認定工場に提出する。 

４ 監督員は、記載された内容を確認し、記載内容に誤りがない場合は承認をして１部を

受注者へ返却し、１部を保管する。 

５ 受注者は、工事が完了したときは、当該工事に使用した再生材の使用数量等について

「様式４」に必要事項を記載し、認定工場の証明を受け、監督員に報告する。 

（品質の確認） 

第６条 受注者は、再生材の使用に先立ち、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材

に関する事務取扱要領」に定める試験の成績書を製造者から入手し、品質の適合を確認しなけ

ればならない。ただし、認定工場の場合は、省略することができる。なお、これにより難い場

合は、再生砂（ＲＣ－１０）については、別紙「再生砂（ＲＣ－１０）の使用に関する仕様

書」によるものとする。 

（補則） 

第７条 本仕様書について、発注者と受注者との相互の間に疑義が生じたとき又は本仕様書に定

めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 



 

別表（第３条関係） 
 
【認定工場】 

No 
会 社 名 
工 場 名 

工 場 所 在 地 連 絡 先 

1 
大森産業株式会社 

第一工場外 
厚木市上依知鬼ヶ谷2935番地外 046(245)0808 

2 
篠崎建材株式会社 

建設廃材処理工場 
愛甲郡愛川町角田1075番地の1 046(285)0454 

3 
有限会社泰成建工 

相武台工場 
相模原市南区新戸600番地 046(253)5555 

4 
世紀東急工業株式会社 

相模原再生工場 
相模原市中央区田名2500番地の1 042(761)0109 

5 
株式会社相模土建 

県央リサイクルセンター 
相模原市南区磯部606番地 046(255)2222 

6 
露木建設工業株式会社 

厚木工場 
厚木市山際字南海道1728番地 046(245)0258 

7 
共同企業体相模アスコン 

前田道路株式会社相模合材工場 
横浜市瀬谷区北町20-13 045(921)1899 

8 大和アスコン株式会社 大和市下鶴間2594 046(263)3284 

9 
有限会社関戸商事 

せきどｴｺ・ﾌﾟﾗﾝﾄ津久井 
相模原市緑区青野原60-1 042(780)0611 

10 
東亜道路工業株式会社 

厚木アスコン 
厚木市金田1117-2 046(224)8470 

11 
前田道路株式会社 

西東京合材工場 
八王子市北野町589-1 042(645)4439 

12 
株式会社佐藤渡辺 

横浜合材工場 
横浜市瀬谷区目黒町36-2 045(921)3703 



 

別紙 
 

再生砂（ＲＣ－１０）の使用に関する仕様書 
 
（用語の定義） 
第１条 本仕様書の対象とする「再生砂（ＲＣ－１０）（以下「再生砂」という。）」とは、建

設廃材（コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、路盤材）を破砕し製造する再生砂の

うち、コンクリート塊を含むものをいう。 
（六価クロムの確認） 
第２条 受注者は、再生砂の使用に先立ち、六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告

示第46号に規定する測定方法に基づき、あらかじめ土壌汚染に係る環境基準に適合することを

確認する。 
（確認及び対応等の基準） 
第３条 確認の頻度、対応等の基準は次のとおりとする。 
（１）各工事で１購入先あたり１検体の試験を行うこと。 
（２）受注者は、再生砂の使用に先立ち、試験結果報告書を製造者から入手し、六価クロムに係

る環境基準への適合を確認しなければならない。 
（３）受注者は、製造者から入手した試験結果報告書を監督員に提出し、確認を受けるものとす

る。 
（４）再生砂の購入にあたっては、試験に要する相当な期間を考慮し、注文時期を定めるものと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（様式１） 
相模原市工事残材搬入連絡票 

 

発 生 残 材 名 
搬入予定数量 

（ｍ3） 
搬  入  期  間 

始   期 終   期 
ア ス フ ァ ル ト  ・  ・ ・  ・ 
コ ン ク リ ー ト  ・  ・ ・  ・ 
路 盤 廃 材  ・  ・ ・  ・ 

計   
（搬入先） 

残材処理業者名 
 

          ℡  （  ） 
（搬入者） 
受 注 者 

 
          ℡  （  ） 

工 事 名 称  
予 定 工 期    年   月   日 ～      年   月   日 
工 事 担 当 課 名  

監 督 員 承 認 
   年   月   日 

           監督員氏名           印  
 １ 本票は受注者が２部作成し、監督員の承認を受けた後、市工事担当課と搬入する認定

工場に各１部提出すること。 
 ２ 搬入する残材は、概ね50㎝以下の大きさで、土を含まないものとする。 
 

【認定工場】 
No. 会 社 名 

工 場 名 工 場 所 在 地 連 絡 先 

1 大森産業株式会社 
第一工場外 厚木市上依知鬼ヶ谷2935番地外 046(245)0808 

2 篠崎建材株式会社 
建設廃材処理工場 愛甲郡愛川町角田1075番地の1 046(285)0454 

3 有限会社泰成建工 
相武台工場 相模原市南区新戸600番地 046(253)5555 

4 世紀東急工業株式会社 
相模原再生工場 相模原市中央区田名2500番地の1 042(761)0109 

5 株式会社相模土建 
県央リサイクルセンター 相模原市南区磯部606番地 046(255)2222 

6 露木建設工業株式会社 
厚木工場 厚木市山際字南海道1728番地 046(245)0258 

7 共同企業体相模アスコン 
前田道路株式会社相模合材工場 横浜市瀬谷区北町20-13 045(921)1899 

8 大和アスコン株式会社 大和市下鶴間2594 046(263)3284 

9 有限会社関戸商事 
せきどエコ・プラント津久井 相模原市緑区青野原60-1 042(780)0611 

10 東亜道路工業株式会社 
厚木アスコン 厚木市金田1117-2 046(224)8470 

11 前田道路株式会社 
西東京合材工場 八王子市北野町589-1 042(645)4439 

12 
株式会社佐藤渡辺 
横浜合材工場 横浜市瀬谷区目黒町36-2 045(921)3703 



 

（様式２） 
相模原市残材搬入完了報告書 

 
相模原市（担当課）                      
 
監督員                      
 

 
           受注者 住 所                         
 
               名 称                         
 
               代表者                        
 
１ 工 事 名 称                                   
２ 工     期      年   月   日  ～      年   月   日  
 
 
上記の工事において搬入した残材の数量は、次のとおりでしたので報告します。 

発 生 残 材 名 搬 入 数 量 （ m 3 ） 
搬  入  期  間 

始  期 終  期 

ア ス フ ァ ル ト  ・  ・ ・  ・ 

コ ン ク リ ー ト  ・  ・ ・  ・ 

路 盤 廃 材  ・  ・ ・  ・ 

計   

 
 
上記のとおり、搬入されたことを証明する。 
 
      年  月  日 
 
    証  明  者    住 所                         
 
   （認定工場）      名 称                         
 
               代表者                           ㊞                      



 

（様式３） 
相模原市再生材使用連絡票 

再 生 材 品 目 
使用予定数量 

（ｍ3） 
搬  出  期  間 

始  期 終  期 
再生砕石 ( RC-40)  ・  ・ ・  ・ 
再生砕石砂(RC-10)  ・  ・ ・  ・ 
再生粒度調整砕石(RM-40)  ・  ・ ・  ・ 
再生粒度調整砕石(RM-30)  ・  ・ ・  ・ 
再生割栗(150～50)  ・  ・ ・  ・ 

計   

受 注 者 
 

          ℡  （  ） 

認定工場 
 

          ℡  （  ） 
工 事 名 称  
予 定 工 期    年   月   日 ～      年   月   日 
工 事 担 当 課 名  

監 督 員 承 認 
   年   月   日 
      監督員氏名              印  

 １ 本票は受注者が２部作成し、監督員の承認を受けた後、市工事担当課と搬出する認

定工場に各１部提出すること。 
 ２ 再生材を使用する際は、認定工場と事前に連絡を取ること。 

【認定工場】 
No. 会 社 名 

工 場 名 工 場 所 在 地 連 絡 先 

1 大森産業株式会社 
第一工場外 厚木市上依知鬼ヶ谷2935番地外 046(245)0808 

2 篠崎建材株式会社 
建設廃材処理工場 愛甲郡愛川町角田1075番地の1 046(285)0454 

3 有限会社泰成建工 
相武台工場 相模原市南区新戸600番地 046(253)5555 

4 世紀東急工業株式会社 
相模原再生工場 相模原市中央区田名2500番地の1 042(761)0109 

5 株式会社相模土建 
県央リサイクルセンター 相模原市南区磯部606番地 046(255)2222 

6 露木建設工業株式会社 
厚木工場 厚木市山際字南海道1728番地 046(245)0258 

7 共同企業体相模アスコン 
前田道路株式会社相模合材工場 横浜市瀬谷区北町20-13 045(921)1899 

8 大和アスコン株式会社 大和市下鶴間2594 046(263)3284 

9 有限会社関戸商事 
せきどエコ・プラント津久井 相模原市緑区青野原60-1 042(780)0611 

10 東亜道路工業株式会社 
厚木アスコン 厚木市金田1117-2 046(224)8470 

11 前田道路株式会社 
西東京合材工場 八王子市北野町589-1 042(645)4439 

12 
株式会社佐藤渡辺 
横浜合材工場 横浜市瀬谷区目黒町36-2 045(921)3703 



 

（様式４） 
相模原市再生材使用量報告書 

 
相 模 原 市 ( 担 当 課 )                       
 
監督員                      

 
           受注者 住 所                         
 
               名 称                         
 
               代表者                        
 
１ 工 事 名 称                                  
２ 工    期      年   月   日 ～     年   月   日   
 
上記の工事において使用した再生材の数量は、次のとおりでしたので報告します。 

再 生 材 品 目 使用数量（ｍ3） 
搬  出  期  間 

始  期 終  期 

再生砕石 ( RC-40)  ・  ・ ・  ・ 

再生砕石砂(RC-10)  ・  ・ ・  ・ 

再生粒度調整砕石(RM-40)  ・  ・ ・  ・ 

再生粒度調整砕石(RM-30)  ・  ・ ・  ・ 

再生割栗(150～50)  ・  ・ ・  ・ 

計   

 
上記のとおり、搬出されたことを証明する。 
 
      年  月  日 
 
    証  明  者    住 所                         
 
   （認定工場）      名 称                         
 
               代表者                           ㊞                      

 

 

 
 



 

 
舗装版切断時に発生する濁水の処理に関する仕様書 

 

（適用） 

第１条 本仕様書は、相模原市が発注する建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降

機設備工事又は解体工事等（以下「建設工事」という。）又は建設工事に係る委託（以

下「本工事等」という。）におけるアスファルト舗装版切断時及びコンクリート舗装版

切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（濁水処理量） 

第２条 本工事等における濁水処理量については、内訳数量を参考にするものとする。 

（共通事項） 

第３条 受注者は、可能な限り吸引により回収した濁水を汚泥の産業廃棄物として中間処

理施設に運搬及び処理するものとする。 

２ 受注者は、中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しな

ければならない。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている

業者と産業廃棄物収集運搬業務委託契約を締結しなければならない。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号）」（以下「廃掃法」という。）において定める産業廃棄物管

理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより管理するものとする。また、濁水

の適正な処理にあたっては、廃掃法に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産

業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者（受注者）は、その責任において、適正な処

理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を把握し処理業者に提供すること。 

５ 濁水が発生しない工法を採用した場合は、排水吸引機能を有する舗装切断機械等と同

様に粉塵の飛散防止を図るとともに、回収した粉塵は廃掃法に基づき適正な運搬及び処

理を図るものとする。 

（提出書類） 

第４条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定め

なければならない。また、中間処理業者及び収集運搬業者と締結した委託契約書の写し

及び許可書の写しを添付しなければならない。 

（実態調査） 

第５条 受注者は、本工事等における濁水処理量に係る実態調査を行う場合は、監督員の

指示によりこれに協力しなければならない。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長又は切断深さが変更した場合を除き、

原則として設計変更の対象としないものとする。 

２ 本仕様書について、発注者と受注者との相互の間に疑義が生じたとき、又は本仕様書

に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 



 

 

施工体制台帳等の作成に関する仕様書 

 

（適用） 

第１条 本仕様書は、相模原市が発注する公共工事における施工体制台帳の作成並びに外

国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況の処理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（一般事項） 

第２条 受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の作成等について（通知）」（令和

3年3月2日付け国不建第404～405号）、「施工体制台帳に係る書類の提出について」

（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営建技第16号）に従って記載した施工体制台帳

を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 

 ※一次下請人となる警備会社がある場合は、警備会社の商号又は名称、現場責任者名、

工期を記載すること。 

（施工体制の確認） 

第３条 受注者は、現場施工体制について、「施工体制台帳等活用マニュアル」及び「施

工体制台帳等のチェックリスト」等により監督員の確認を得なければならない。 

２ 「施工体制台帳等活用マニュアル」及び「施工体制台帳等のチェックリスト」は、必

要に応じて国土交通省のホームページからダウンロードすること。 
  「施工体制台帳等活用マニュアル」 

https://www.mlit.go.jp/common/001067896.pdf 

  「施工体制台帳等のチェックリスト」 
    https://www.mlit.go.jp/common/001067897.pdf 

 

（補則） 

第４条 本仕様書について、発注者と受注者との相互の間に疑義が生じたとき又は本仕様

書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 

https://www.mlit.go.jp/common/001067896.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067897.pdf

